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介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引きについて 

 

 

平成 27 年３月 31 日付け老老発 0331 第 5 号厚生労働省老健局老人保健課長通知によ

りお示ししてきた標記の手引きについて、今般、別紙のとおり改訂したところであるの

で、御了知の上、管内各市町村に周知を図るとともに、実施の参考にされたい。 

なお、本事業については、平成 30 年度に全ての市町村で実施されるところであるが、

実施するだけでなく、郡市区医師会等と連携し、地域包括ケアシステムの構築の推進を

はかられたい。 


